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第2章 災 害 と 通 信

近年,各 種の通信メデ ィアの発展は著 しく,企 業活動のみならず様 々な社

会生活,家 庭生活の分野にまで浸透 してお り,今 や通信は社会の中枢神経 と

もいうべき役割を果している。

こうした通信メデ ィアの高度化 ・多様化は,社 会,個 人に様々な効用をも

た らす反面,ひ とたび通信の途絶,各 種システムのダウン等が生 じた場合は

社会活動全般に大きな混乱をもたらすおそれがある。特に,災 害の危険性の

多い我が国においては,災 害時の通信の確保及びそのための諸施策の実施は

極めて重要かつ緊急性の高い課題の一つであるといえる。

第1節 災害対策の重要性 と通信の役割

1災 害対策の重要性

災害は被災者自身はもとより,地 域社会,国 民経済にとって大きな損失を

もたらすものであ り,す べての国民,す べての機関が協力してその予防と被

害の最小化を図らなければならない。 これまでにも,災 害対策基本法を中軸

として,国,地 方 自治体,防 災関係機関等において各種対策の推進が図られ

てきた。

しかしなが ら,我 が国は,地 理的位置,地 形,気 象条件等から各種の災害

に見舞われることが多く,こ れまでにも地震,台 風 豪雨等によりかな りの

被害を受けてきた。 さらに,近 年,大 都市地域においては建築物の複雑化 ・

大規模化,密 集市街地の形成が,市 街地周辺では丘陵地や低地等への住宅の

進出等が進み,災 害による被害の拡大,二 次災害の発生の可能性が大きくな

ってきている。
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こうした状況の中で,近 年,国 民の災害に対する関心は高まり,特 に,地

震災害の発生の危険性が高いとされている東海地域等においては,災 害に関

する各種対策の必要性が強く叫ばれており,こ れに対応 して,地 震観測体制

の強化,警 戒宣言時の対応策の確立等様々な施策の推進が図られている(第

1-2-1図 参照)。

2通 信の役割

いわゆる災害対策の中には,避 難場所の整備,救 助 ・救急体制の整備,住

民に対する広報活動の強化等様々なものが含まれるが,社 会の情報化が進展

し,高 度に発展した各種の通信メディアが様々な社会活動の有機的な結合を

第1-2-1図 特に力を入れ てほ しい行政施策
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第1-2-2図 特にカを入れ てほ しい地震対策
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「地震に関する静岡県住民意識調査」(NHK放 送世論調査所,54

年7月 実施)に よる。

支えている今日においては,通 信機能の確保あるいは適切な情報伝達を目的

とする通信面での対策は,各 種の災害対策の中で最も重要なものの一つであ

るといえる(第1-2-2図 参照)。

災害対策は,一 般的には観測 ・予報の段階か ら復旧活動までを含む もので

あるが,通 信は,こ の災害対策のすべての段階で重要な役割を果たす もので

ある。

高度化 ・多様化 した各種の通信 メディアは,そ れぞれの特長を生か して災

害対策の各段階で機能 してお り,た とえば,デ ータ通信は気象 ・地震等のデ

ータ収集に,防 災関係機関の無線通信システムは機関相互の連絡 ・地域住民

への周知に大きな役割を果た し,ま た,ラ ジオ,テ レビ等の放送系マス ・メ

デ ィアは一般への周知の際に不可欠なものであ り,電 話は一般的な連絡のほ

か,個 別的な安否情報の伝達に大きな役割を果たす。

一方,こ れらの通信 メディアが災害時に有効に機能するよう,関 係機関で

は過去の災害時の教訓を生か して様 々な対策が行われている。たとえば,公

衆電気通信,放 送等においては通信施設の耐災害性を強化する一方,ネ ッ ト

ワーク構成の面でも多ルー ト化等を進め災害時の通信機能の確保を図ってき

ている。また、 「防災」自体を目的とした防災行政用無線等の無線網の整備
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も近 年,急 速 に 進 ん で い る。

ま た,こ うした いわ ば ハ ー ド面 で の各 種 対 策 の 強 化 とと もに,災 害時 に お

け る情 報 伝 達 の方 法,体 制 等 の ソフ ト面 につ い て も,国,地 方 自治体,通 信

事 業 体 等 を 中 心 と して整 備 が 進 め られ て い る。

第2節 災害時における通信の役割

1情 報 ニーズ と通信 メデ ィア

災 害 時 に お い て は,防 災 関 係機 関及 び 住 民 を 中心 に,被 害 状 況 のは 握,安

否 の確 認,復 旧 の見 通 しな ど様 々な情 報 ニ ーズ が発 生 し,そ れ らは災 害 の 時

間経 過 と と もに 変 化 してい く。

第1-2-3図 は,災 害 の 経過 時 期 を予 報 ・警 報 期,発 災期,避 難 救 援期,

復 旧期 の4段 階 に 分 け,各 時期 に おけ る代 表 的 な情 報 ニ ーズ とそれ に 対応 す

る通 信 メデ ィア を示 した もの で あ る。

第1-2-3図 情報 ニーズ と対応する主 な通信メデ ィア
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(注)災 害時の経過時期は次により区分した。

① 予報 ・警報期 気象や地震等の観測期及び予報 ・警報の発令期

② 発 災 期 災害の発生からそれによる直接的な被害が生ずる時期

③ 避難救援期 被災住民が避難したり,避難住民に対し救援活動を行う時期

④ 復 旧 期 災害が一段落し,応急的な復旧が始まり本格的な復旧に至る

までの時期

(1)予 報 ・警報期

防災関係機関や住民が適切な防災対策を講ずる上で,欠 かすことのできな

いものに注意報や警報などの事前情報がある。地域的にきめ細か く,正 確で

迅速な事前情報の提供のためには,気 象や地震等の観測データが可能な限 リ

リアルタイムで収集されることが望ましい。 このため,全 国各地の観測拠点

からのオンラインによる各種データの収集,国 際的な気象通信網の構築,気

象衛星か らのデータの収集等が行われてお り,観 測体制の強化を図る上で通

信の果たす役割は大きい。

一方,警 報等を住民に伝達するルー トとしては,ラ ジオ,テ レビ等による

放送ルー ト,防 災行政用無線等による市町村の広報ルートなどがあるが,こ

れ らの情報は伝達に際しては即時性,正 確性が極めて重要であるところから

放送系メディア及び同報無線が主力となる。

また,警 報等の発令に伴 う防災関係機関や住民の情報収集,問 い合わせに

は主として電話が利用 されることになろう。

(2)発 災 期

災害による混乱を鎮め,二 次災害を防止するためには,発 災直後住民が冷

静な行動をとれるよう適切な情報を提供する必要がある。 このためのメディ

アとしては即時性の高い放送 メディア及び同報無線が主力 となる。

住民サイ ドか らの情報ニーズとしては,救 急車の出動要請や防災関係機関

に対する被害状況の連絡などのニーズが強 くでて くると考えられ,電 話がそ

の役割を果たすことになろう。

(3)避 難救援期

この時期においては,避 難指示や地域 ごとの被害状況のは握等,地 域の状



第2章 災害と通信 一53一

況に応 じたきめ細かい情報が必要 とされる。このため,行 政機関を結ぶ防災

行政用無線等の無線通信網が被災地との情報連絡に活用されることになる。

住民に地域の情報を提供するメディアとしては,放 送系メディアや同報無

線が用いられることになる。

また,家 族の安否確認などのニーズが強 く出てくる時期であ り,電 話が中

心的な役割を果たすことになろう。

(4)復 旧 期

電気,ガ ス,水 道等生活手段の復旧見通しや食料,日 用品等の生活情報に

対するニーズが強い時期であ り,こ れ らの情報は地域性が求められるところ

から,放 送系 メディアにより地域向け情報が提供 されることになる。

また,防 災関係機関等では復旧のために被災地内外 とで大量の情報交換が

行われ,電 話が中心的役割を果たす ことになろ う。 さらに,家 族,親 類等の

の安否確認等にも電話が利用されることになろう。

2通 信 メデ ィアの役割

これまでみたように,災 害の各期において通信は欠かすことのできない存

在になっているが,こ こでは,通 信に課せ られた使命を果たすため,通 信 メ

ディアがどのような役割を果たしているかをメデ ィアごとにみる こ と とす

る。

(1)有 線通信系メディア

有線通信系メデ ィアは電話に代表されるように,経 済社会活動の中で極め

て重要な役割を果たしている。しかしながら,大規模な災害においては,ケ ー

ブルの切断等伝送路の障害が発生することが考えられるため,ケ ーブルの多

ルート化や災害からケーブルを守るためのとう道の整備など,伝 送路の信頼

性を向上させるための積極的な防災対策が進められてお り,こ うした結果,

有線通信系 メデ ィアの耐災害性は年々向上している。

ア.電 話

災害時のすべての時期において,情 報連絡手段 としての電話の果たす役割
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第1-2-4図 地震発生後,住 民が最 も知 り

たい情報(住 宅地 区)
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「都市 防災 に関す る調査」(行 政管理庁,53

年8月 実施)に よ り作成。

は大きく,特 に住民の個人的情報伝達に欠 くことができない手段である。

第1-2-4図 は,地 震発生後における情報二・一ズの中でも個人的な情報へ

の強いニーズを示す ものであるが,こ こでは住民の最も知 りたい情報 として

「家族の安否」があげられている。

こうした情報 ニーズは地震後の住民行動にはっき りとあらわれてお り,半

数以上の人が安否確認のために電話を利用 している(第1-2-5図 参照)。

また,災 害発生の情報がラジオ,テ レビ等を通じて全国に報道されると,

今度は全国各地か ら被災地へ向けて安否の確認等の電話が殺到することが考

えられる。

このため,一 時的に激増する通話により回線や交換機が異常に ふ くそ う

し,通 話の機能がマヒしてしまう危険があるところか ら,通 話の規制等の対

策がとられることになる。
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(53年7月)に よ り作 成。

電話は安否の確認など住民の個人的な情報の伝達メディアとしての役割の

ほかにも,防 災行政用無線などと並んで防災関係情報の収集に利用されるケ

ースは極めて多い。

このように,電 話は住民及び防災関係機関のいずれにおいても極めて重要

な役割を果たしてお り,災 害時における電話機能の確保は災害対策の中で重

要な位置を占めている。

また,有 線放送電話は通話 ・放送兼用の情報伝達手段であり,災 害時にお

いても,こ の両面の機能により重要な役割を果たしている。

イ.デ ータ通信

近年,デ ータ通信の普及が急速に進み,防 災関係の分野においても積極的

に利用 されてお り,防 災対策実施の上でデータ通信は欠かすことのできない
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存在となっている。

例えば,49年11月 気象庁に導入された地域気象観測システム(AMeDAS)

は,気 象観測のオンライン化を目指 したものである。 このシステムでは,全

国約1,400か 所に設置された各種の観測計により自動的に観測されたデータ

がテレメータリング方式によってセンタに集められ,必 要な解析,編 集等が

行われ,そ の結果が地方気象台へ送信されている(第1-2-6図 参照)。

このように,デ ータ通信を利用することにより,地 域に応じたきめ細かい

気象情報の提供が可能となったのをは じめ,デ ータの信頼性の向上や観測 コ

ス トの低下など数々の成果を生みだ している。

また,海 底地震常時観測システムにもデータ通信が利用されている。

(2)無 線通信系メディア

無線通信系メデ ィアは災害に よって伝送路の損傷を受けることが少なく,

また,端 末設備のない被災地においても,可 搬型等の移動無線を持ち込むこ

とにより通信が可能なことか ら,有 線通信メディアに比べ耐災害性に優れて

お り,有 線通信網の機能が停止あるいは低下 した場合において通信を確保す

るための極めて重要な通信手段である。

ア.防 災無線網

行政機関が中心となって設置 している無線通信網には,中 央防災用無線,

消防防災用無線,防 災行政用無線,防 災相互通信用無線等があ り,災 害時に

おける基幹的な通信網としてその役割が期待されている。これらの通信網は

各種警報の伝達や警戒宣言時の連絡ルー トとして重要であ り,避 難指示,各

種規制状況等地域に即したきめ細かい情報を住民に伝達する上で不可欠であ

るほか,被 害状況のは握にも役立っている(第1-2-7図 参照)。

イ.自 営無線網

全国に自営の無線通信網を有する機関としては,警 察庁,消 防庁,防 衛

庁,海 上保安庁,気 象庁,建 設省,国 鉄,電 力会社があるが,こ れらの機関

は災害とは密接なつなが りをもつ機関であ り,こ れらのもつ無線通信網が災

害時の情報の収集,伝 達に果たす役割は大きい。
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第1-2-7図 警戒宣言時 における地方 公共団体等への連絡ルー ト
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公衆通信網の一部として利用される無線電話には,災 害時において通常の

公衆通信回線が途絶した場合に使用されるものと,船 舶電話や自動車電話の

ように平常時にもサービスが提供されているものとがある。

災害対策用の無線としては,都 市における公共機関の通信確保を 目的とし

た災害応急復旧用無線電話機,通 信の途絶による市町村の孤立を防 ぐための

孤立防止用無線電話機などがある。

また,災 害時においては,船 舶電話や自動車電話等,平 常,サ ービスが提

供されている無線電話 も情報連絡の手段として有効である。

船舶電話は,被 災地へ船舶を急行させた り,被 災地沖から陸上への各種情

報連絡用 として利用することができる。また,自 動車電話は,一 般の電話の

加入者ケーブルが被災 した場合でも,通 話が可能な場合があるので,今 後サ

ービスエ リアの拡大とともに災害時の通信用に有効なメディアとなることが

考えられる。

エ.ア マチュア無線

アマチュア無線は全国に40万 局を超える無線局があ り,簡 易な設備で直接

交信が可能なところから,災 害時における通信の確保に貢献 している。

(3)放 送系メディア

放送系 メディアは住民に対す る広報手段 として極めて大きな役割を果たし

てお り,災 害の予報,警 報,発 生情報,避 難情報,生 活情報等様々なニーズ

に対応することにより,災 害のあらゆる時期を通 じて欠かすことのできない
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も の とな って い る。

ア.テ レ ビ

テ レ ビは,国 民 が 日ご ろか ら接 触 す る 度合 が 大 きい メデ ィア で あ るた め,

各 種 の 警 報 や 警 戒 宣 言 の伝 達 な どに は 極 め て 有効 で あ る。

第1-2-8図 は,地 震 予 知 情 報 が 出 た場 合 に,情 報 を 入 手 した い メデ ィア

を示 した もの で あ る が,放 送 系 メ デ ィア が圧 倒 的 に 多 く,中 で も 「テ レ ビ」

が 最 も多 くな って い る。

第1-2-8図 地震予知情報が出た場合に情報を入手

したい メデ ィァ

割合(%)

01020304050607080

テ レ ビ

ラ ジ オ

県・市町村の広報

地域の町内会や自主
防災組織

そ の 他

「地 震に関す る静 岡県住民意識 調査」(NHK放 送世論調

査所,54年7月 実施)に よ り作成。

イ.ラ ジ ナ

災害時における情報入手 メディアとして,放 送系 メディアには大きな期待

が寄せ られているが,テ レビが発災前の予報,警 報等の情報入手メディアと

して優れているのに対 し,ラ ジオは発災後の各種情報の入手メデ ィアとして

大きな役割を果たしている。

これは,災 害によって停電した り,避 難を要する場合でも,携 帯用 ラジオ

があれば容易に情報を入手できるためであ り,地 震発生後における情報入手

メデ ィァとしては,「 ラジオ」が 「テレビ」を大きく引き離している(第1

-2-9図 参照)。
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第1-2-9図 メデ ィア別 の情報源(宮 城県沖地震の場合)

%
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ラジオ

≦入 婁　…
地 余 津 被

震 震 波 害

窪 嘉 署 嚢
模 し 無 況

電電公社資料に よ り作成。

(注)

ウ.有 線 放 送

交 停み 給

通 薔 水

情 隻 情

報 込 報

数値 は復数回答に よる。

買

物

情

報

避 電具

難 話合
の 象
要 か
否 り

有線放送は各種の指示 ・連絡や生活情報など,地 域に密着 した情報を伝え

る有力なメデ ィアであ り,災 害時における役割が期待されている。

有線 ラジオ放送についてみると,そ の端末が家庭内のほか,道 路,広 場,

避難場所等に設置されてお り,災 害時に果たす役割が大きい。

また,一 部の有線テレビジョン放送施設では,防 災監視機能や緊急一斉指

令機能を持 ったシステムの導入が検討されている。
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第3節 通信分野におけ る災害対策

1災 害対策の進展

各種の災害対策の基本を定め,国,地 方を通じる総合的かつ計画的な防災

体制を確立するため,36年 に災害対策基本法が制定され,以 来,同 法に基づ

き,国,都 道府県及び市町村においてそれぞれ防災会議を設置し,防 災計画

を作成するほか,電 電公社,国 際電電,NHK等 においても防災計画を作成

するなどの体制の整備が図られてきた。

その後,石 油コンビナー ト地帯の防災体制の整備を図るため,50年 に石油

コンビナー ト等災害防止法が制定され,さ らに,地 震対策の強化を図るため

53年に大規模地震対策特別措置法が制定 され,国 をは じめとする各関係機関

において様々な災害対策を推進してきた。

これらの災害対策の中でも情報伝達手段の確保は,前 節でみたように,災

害の予警報,災 害時における被害状況のは握,応 急 ・復旧対策の策定,人 心

の安定等のために不可欠なものであ り,郵 政省は通信主管庁としての立場か

ら,関 係機関の協力の下に,か ねてからその促進,指 導を行ってきた。

通信の分野における災害対策は,通 常使用されている公衆通信網や自営通

信網の災害時における通信機能確保対策及び災害対策を主な目的とした防災

無線網の整備とい う二つの側面からとらえることができるが,こ れまで,そ

れぞれの面において多くの対策が展開されてきている。これらの諸対策は,

過去における数多 くの災害発生を契機として検討がなされ,ま た災害の経験

を教訓 として策定されたものであって,そ の主な経緯をたどると第1-2-10

表のとお りである。

なお,こ のほか,通 信の利用面において特別措置を講じることに よって被

災者の救助等を図る施策として,被 災者に対する郵便葉書及び郵便書簡の無

償交付,災 害時における電報 ・通話料の免除等の取扱いがなされている。



第1-2-10表 主 な災害対策等の推移

一般的な災害対策 通信に関する主な災害対策 通信 ・放送事業体の主な災害対剰 関連する主な災害等

36.ll災 害対策基 本法
制 定

41.5地 震保険制度発

足

46.5中 央 防 災 会 議

「大都市震災対
策推進要綱 」決
定

50.12石 油 コ ソ ビナ ー

ト等 災 害 防 止 法

制 定

40・1郵 政 省 「防災業務計画」制

定

45.3郵 政省,都 道府県防災行政

用無線局の開設を認 める。

48.4消 防庁,都 道府 県防災行政

用 無線 局の整 備事業 に対 し
国庫補 助を開始

50.10郵 政 省,防 災 相互通信用無

線 局の開設を認 める。

38.10

39.

39.

40.

43.

43.10

43.11

46.

NHK「 防災業務計画」制
定

4電 電公社 「防災業務計画」
制定

9NHK・ 東京都間で 「災害
時における放送要請に関す
る協定」締結

2国 際電電 「通信非常障害対
策要綱(ケーブル関係)」制定

3国 際電電 「通信非常障害対
策要綱」制定

国際電電 「通信非常障害対策
要綱」改正

電電公社,伝 送路の2ル ー
ト化,市 外交換機の分散,
可搬形移動無線機の開発等
の地震対策を打ち出す。

3電 電公社,大 都市内の重要
通信確保対策(移 動電話局
装置,災 害応急復旧用無線
電話機の開発等)を 打ち出
す。

34.9伊 勢 湾 台風

39.6新 潟 地 震

43.5十 勝沖地震

46.2ロ ス ア ンゼ ル ス

地 震

47,

49.

7全 国各地で集中
豪雨

12水 島臨海 コソビ
ナー ト重油流 出

事故

1

9

1

H



53.6大 規模地震対策

特別措置法制定

51.10郵 政省,政 令指定都市防災

行政用 無線局 の開設を認め
る。

53.

53.

4消 防庁,市 町村防災行政用

無線局の整 備事業 に対 し国
庫補助を開始

8郵 政省,中 央防災用無線局
の開設を認め る。

53.12郵 政省,市 町村防災行政用

無線 局の開設を認 める。

55.5郵 政 省 「地 震 防 災 強 化計

画」制定(「防災業務計画」
へ追加)

52.4電 電公社,大 容量移動電話

局装置,異 常ふ くそ う対策
用 システムの開発

53.3電 電公社 「地震 対 策 連 絡

会」設置

54.8国 際電電 「防災業務計画」

制定

54.10電 電公社 「東海地震対策連

絡 会」設置

54,10NHKr地 震防 災 強 化 計

画 」制定

54.12国 際 電電 「地震防災強化計

画 」制定(「 防災業務計画」
へ追 加)

55.2電 電公社 「地震防災強化計

画」制定(「 防災業務計画」
へ追 加)

52.

53,

53。

7東 京西新宿電話
局で予約殺到に
よる異常ふくそ
う

1伊 豆大島近海地
震

6宮 城県沖地震

N

珊
伴

1

8

1
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2災 害時に備えた各種対策

(1)通 信事業体

通信は,今 目,日 常生活にとって必要不可欠な存在 となってお り,一 時的

に通信が途絶 しても社会的に大きな混乱を引き起 こす こととなる。通信事業

体は,災 害対策基本法及び大規模地震対策特別措置法に基づく指定公共機関

に指定されて種々の義務を負ってお り,そ れに基づいて災害時の通信確保の

ために各種の対策を推進 している。その対策は基本的には,① 信 頼 性 の 向

上,② 通信の途絶防止,③ 早期復旧の三つの考え方に基づき進め られ て い

る。

ア.信 頼性の向上

通信システムの信頼性向上対策としては,通 信設備を物理的に強固にして

災害に耐え得るようにするとともに,万 一,通 信設備が被災した場合でも代

替手段により通信を確保できるよう対策を講 じている。

具体的な施策としては,交 換機については東京,大 阪,名 古屋等大都市の

市外交換機が被災 した場合の交換機能の確保のために周辺都市に市外交換機

を分散設置 してお り,ま た,国 際通信の場合には東京と大阪に関門局を設置

し交換機能の分散を図ってお り,さ らに60年 運用開始を目途に栃木県小山市

に新関門局の建設を計画している。

伝送路については,国 内通信,国 際通信共に一つのルー トが被災 しても他

のルートを経由して通信ができるようにするため,あ る地域に向けて異なる

経路を経由した り,有 線,無 線の異なる方式により伝送することに より相互

補完できるよう整備を進めている。

さらに,災 害活動に直接関係する指定行政機関,指 定公共機関等の加入者

と電話局間については・一一つのル・一トが被災しても他のルー トで通信が確保

できるよう2ル ー ト化を促進 している。

テ レビ中継伝送路については,東 京を起点に北と西にループ化 した網を形

成 し,災 害時にある中継所や伝送路が被災しても別ルー トからの伝送でテレ
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ピ中継が確保できるよう整備を図っている。

また,災 害が発生した場合,被 災地への連絡,問 い合わせあるいは見舞い

のための通話が殺到して電話がかか りに くくなると考えられる。そこで,交

換機によって通話を規制 し,災 害復旧活動に関係する通話,公 共性の高い通

話及び公衆電話からの通話を優先的に接続することとしている。 しか し,災

害時におけるふ くそう対策は交換機における接続規制だけでは不十分である

ため,災 害時には電話がかか りに くくなっている旨の広報活動を放送等を通

じて行 うこととしてお り,さ らに,平 常時においても災害時の電話の利用法

について周知徹底を図っている。

イ.通 信の途絶防止

通信の途絶防止対策としては,災 害によって通信設備が被災 した場 合 で

も,被 災地と最小限の通信が確保できるよう対策を講 じている。

具体的な施策 としては,都 市部が被災 し,そ こでの通信が途絶 した場合に

備えて,災 害復旧活動に直接関係のある国や地方公共団体の機関に無線電話

機を配備 している。また,市 町村部が被災 し,そ こでの通信が途絶 した場合

に備えて,市 町村役場等に無線電話機を配備 している。なお,都 市部に配備

する無線電話機は,被 災者が避難する場所に設置して特設公衆電話機として

も利用できる。

ウ.早 期 復 旧

早期復旧対策としては,交 換設備,電 源設備,伝 送設備が被災した時に備

えてそれぞれ可搬形の電話局装置,電 源装置,移 動無線機を配備している。

また,ヶ 一ブルが被災した場合に備えて,簡 単に敷設,接 続できるよう各種

応急ケープルの配備を進めている。

これらの施策の概要は第1-2-11表 及び第1-2-13図 に示す とお りであ

る。
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第1-2-11表 通信事業体の防災対策一覧表

防 災 対 策 記 事

設

備

ケ ー ブル

交換設備

搬送設備

無線設備

電源設備

と う 道

応急市内 ケーブル
1・ ネ ・鮒 ケーブル

応急 市外ケー プル "

応急 同軸 ケ ーブル 〃

可搬形手動交換装置 ト ンテナ囎 の手動台

可搬形 自動交換装置(C23-K)

大容量可搬形電話装置 ・(KD-20)

非常用Dlo形 自動交換機(Dlo-K)・

可搬形PCM端 局装置

搬送用加入者回線中継装置

コ ンテナ収容 の クロスパ交換機

コンテナ収容 の電子交換機

電話局内に臨時に設置する電子
交換機

コ ンテナ収容 の端 局装 置

コ ンテナ収容 の加入者 中継装 置

PCM120可 搬形多重変換装置

孤立防止用 無線 電話機(TZ-60)

災害応急 復旧用 無線 電話機
(TZ-41)

マイ クロ中継所救済用可搬無線機

(TY-4P・5P・6P)

TY-11P,112P,151P形 可搬

無 線機

60MHz帯 可搬無線機(TZ-68)

400MHz帯 可 搬 無 線 機(TZ-403)

大容量可搬形電源装置

非常用可搬形電源装置

移動電源車

市町村部における通信確保用無
線電話機

都 市部におけ る通信確保用無線'
電話機,特 設公衆電話機 にもな
る。

マイ クロ中継所救済用

同軸 又はマイ ク ロ波伝送路 の救済
用

集中局一集中局,集 中局一端局
間の伝送路救済用。臨時公衆電
話機の作成にも使用

中心 局一 集中局間,集 中局一端
局 間の伝送 路救 済用。 臨時公衆
電話機 の作成 に も使用

コ ンテ ナ に ガス タ ー ビ ン エ ン ジ

ン等 を収 容

コ ソテ ナに デ ィー ゼ ル エ ン ジ ン

等 を 収 容

トラ ッ クに デ ィー ゼ ル エ ンジ ン

又 は ガ ス タ ー ビ ンエ ンジ ン等 を搭

載

ヶ一 ブルを とう道 へ収容す る。
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防 災 対 策 記 事

設

備

施

策

ふ くそ う

対 策 用 ト
ラ ピ ック

制 御 シス
テ ム

交換機能の分散 国 内

国 際

加 入者 ケ ー ブ ル の2ル ー ト化

伝送路 の多 ルー ト化 国 内

国 際

ふ くそ う対策用の広報活動

自動的 にふ くそ う情 報 を 検 出
し,迅 速,的 確に規制 を実施す
る。

東京 ・大阪 ・名古屋等大都市の
市外交換機を周辺都市に分散

東京と大阪に関門局を分散,栃
木県小山市に新関門局建設予定

災害復旧に直接関係のある指定
行政機関等の加入者 と電話局間
の ケーブルを異なる経路 を経 由
させ2ル ー ト化 を図る。

マイクロ波 ・同軸 等に よる各方

式 と異経 路に よる多 ルー ト化

海底 ケーブル ・衛星 ・散乱波 ・
短波に よる各方式 と異経路に よ
る多ル ー ト化

事前の広報及び災害時に放送等
を通 じて電話がかか りに くい 旨
の広報を行 う。

以上のように通信事業体の災害対策は年々整備 ・改良されてきている。こ

れを電電公社の設備投資額の推移か らみると,次 のとお りであ り,年 々多額

の災害対策投資が行われている。

第1-2-12表 電電 公社の防災計画額推移
(単位:億 円)

一 」51 52 53 54 55

建設投資の内の防災計画額

建 設 投 資 総 額

215
(100)

13,500
(100)

430
(200)

16,800
(124)

410
(191)

16,400
(121)

410
(191)

16,800
(124)

450
(209)

17,100
(127)

(注)()内 は51年 度を100と した場合 の指数

(2)放 送事業体

放送事業体は,災 害時において地域住民に対し正確かつ迅速に災害情報を

伝達することにより災害時の混乱を防止し,災 害復旧に寄与することが社会
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第1-2-13図 多ルー ト化が進む国際伝送路
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国際電電資料 による。

的に要請されている。そこで,NHKは 災害対策基本法の規定に より指定公

共機関となってお り,ま た,民 間放送は同法の規定によって都道府県知事か

ら指定地方公共機関の指定を受けるなどにより災害時における放送を確保す

るため種 々の対策を講 じている。

その対策は,基 本的には次の三つの考え方に基づき進められている。

ア.災 害情報の伝達及び収集手段の確保

放送事業体は,災 害時において災害対策本部及び都道府県か らの情報を正

確かつ迅速に収集 し,そ れを放送するたあに種 々の方策を講 じてきている。

特に災害対策基本法及び大規模地震対策特別措置法の規定に基づく,都 道府
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県知事の求めによって行う災害に関する情報等の放送の円滑な実施を確保す

るため,都 道府県知事と協定を締結 している。

また,都 道府県の防災行政用無線網の中に放送事業体が参画し,災 害対策

本部からの情報伝達体制の整備が図られているほか,陸 上移動局及び携帯局

を活用 して災害対策本部及び防災関係機関からの情報収集の補完体制を充実

している。

イ.災 害時における放送の実施体制の確保

災害時において正確かつ迅速な放送を行 うため,あ らか じめ災害対策要綱

等を制定 し,災 害時における社内の責任体制,連 絡体制,職 員の動員体制及

び放送実施体制を明確にしている。

ウ.放 送施設の確保

放送施設に地震対策等の防災対策を施し,災 害時における放送及び情報収

集の確保に努めている。万一,放 送施設が被災 した場合に備えて予備送信機

(又は代替送信機),予 備電源,予 備中継回線の設置を進めている。さらに,

現用及び予備の両設備が被災した場合に備えて可搬形放送装置の配備を進め

ているところである。

これらの施策の概要をNHKを 例にみると第1-2-14表 に示すとお りと

なる。

第1-2-14表NHKの 防災対策(放 送施設関係)一 覧表

施策対象施設 記 事

予備系送 信機(代 替
送信機 を含む 。)

非常用 放 送装 置

予 備 電 源

予 備 中 継 回 線

県庁所在地級放送局全局及び主要中継局に配備

テ レビジ ョン放送 ……東京及 び札幌に配備
ラジオ放送 可搬形放送装置を全国主要拠点に配備

テ レビジ ョン放送……県庁所在地級放送局 全局及び主要中継

局に配備
ラジナ放送 全局に配備

このほか,非 常用移動形発電装置 を全国主要拠点に配備

テ レビジ ョン放送 ……放送波又はFPU(移 動中継車等 に よ
る中継)に よ り中継

ラジオ放送 放送波 又は国 内連絡中継用 短波 回線 に
よ り中継
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以上のように放送事業体の災害対策は年々整備 ・改良されてきている。こ

れをNHKの 設備投資額の推移からみると次のとお りである。

第1-2-15表NHKの 防 災計画額推移(単 位
:億 円)

知 く==至 亙51 52 53

7.0
(163)

54

7.2
(167)

55

防 災 計 画 額

設 備 投 資 総 額

4.3
(loo)

212
(100)

5,8
(135)

212
(100)

208
(98)

216
(102)

7.4
(172)

238
(112)

(注)()内 は51年 度を100と した場合の指数。

(3)公 共機関等

公共機関等の自営通信網においても,種 々の災害対策が講 じられてお り,

例えば,通 信システムとしての信頼性向上策 としては,有 線通信網 と無線通

信網あるいはマイクロウェーブ網と短波網による電気通信網の二重構成,伝

送路の幹線区間の多ルー ト化等,そ れぞれの実情に応 じて進め られている。

ア.警 察 通 信

警察の電気通信網は,全 国の警察機関相互間を結ぶ固定通信系と,第 一線

警察活動用の機動性に富む移動通信系 とか ら構成 されている。

固定通信系は,主 として電話,フ ァクシ ミリ及びデータ通信に使用 されて

お り,警 察庁,管 区警察局,都 道府県警察本部を結ぶ幹線区間は警察自営の

マイクロウェーブ回線によって,ま た,都 道府県警察本部 ,警 察署,派 出所

・駐在所相互間は,数 署について自営通信回線があるほかは,全 国的に電電

公社の専用線によって結ぼれている。

災害等による重要通信の途絶を防止するため,マ イ クロウェーブ回線のう

ち警察庁と管区警察局との間については,51年 度以降2ル ー ト化が推進され

てお り(第1-2-16図 参照),さ らに,大 規模災害時におけるバックァ ップ

用 として全国的な短波通信網をも有している。

移動通信系は,車 載無線電話,移 動警察電話等に使用されているが,災 害

対策用の通信施設としては,多 重無線電話装置 と電子交換装置のほか応急用
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警察通信の主要なネ ・7トワーク

「警察の通信」(警察庁)に よる。

発電装置を整備 し警察署なみの通信機能を有する非常用通信車,災 害現場の

実情をは握するためヘ リコプター又は大型車両に積載 して使用される無線テ

レビジョン等の配備を進めている。

イ.鉄 道 通 信

鉄道事業においては,列 車の安全運転と定時性の確保が最も重要な任務で

あ り,列 車の運行管理をはじめ,事 故防止対策等のため自営の通信回線を有

している。 これを日本国有鉄道(以 下 「国鉄」という。)の例に みると,国

鉄は自営による全国的通信網を有す るとともに,列 車運転の保安措置につい

ては,列 車集中制御システム(CTC),列 車自動制御装置(ATC)等 の整備

を進め,ま た,「 みどりの窓口」として親 しまれている旅客営業販売システ

ム(MARS)の ほか,快 速貨物情報システム(FOCS),コ ンテナ情報システ

ム(EPOCS)等 のデ・一タ通信システムを構i築している。
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この国鉄の通信網は,従 来,主 として有線通信回線に依存してきたが,24

年以降,有 線通信の補助あるいは障害時の対策として短波による無線回線を

導入 し,そ の後,主 要路線の電化と並行してマイクロゥェーブ回線化を進め

てきた。さらに,地 域災害を考慮し,あ るルー トが故障しても他のルー トに

より回線の う回構成が可能なループ化方式を採用 して太平洋側ルー トと日本

海側ルートで工事を行ってお り,現 在では九州中部以南と北海道等を除きお

おむね完了している(第1-2-17図 参照)。

また,デ ータ通信については,次 のような防災対策を講 じている。

① 装置の保護(直 接固定方式,吸 着盤方式,補 強金具方式等によるコン

ピュータ等の移動 ・転倒防止)

② データの保護(各 種プログラム ・ファイル類の重複保存,重 要 プログ

ラム ・ファイル類の分散保存等)

一方,災 害対策用の通信施設としても,災 害時における迅速な情報連絡を

確保するため,移 動無線系において自動車無線,移 動多重無線,ヘ リコプタ

ー無線等の整備を進めている。

ウ.民 間 企 業

民間企業においても,宮 城県沖地震及び東海地震発生説を契機として,防

災対策の関心が高まっているが,そ の実施状況は,企 業規模,経 済的な理由

等によりまちまちである。現在,民 間企業で行わ れ て い る防災対策の重点

は,主 に地震,及 びこれに伴 う火災等を考慮 して行われている。

民間企業の通信に係る防災対策としては,情 報連絡体制の確立,情 報伝達

の確保及び訓練,マ ニュアルの作成等を行っている例が多 く,ま た,通 信設

備,電 子計算機及び端末装置の移動,倒 壊防止といった比較的軽微なものの

ほか,電 話等の有線系通信網が途絶 した場合の対策として,事 業所に無線機

を配備 した り,企 業内アマチュア無線家の組織化を図っている例もある。

近年,電 子計算機の発達により,社 会の情報化は急速に進展 し,情 報の円

滑な処理なしには,社 会は成 り立たな くな りつつある。また,最 近では通信

回線 と電子計算機とを結合 したデータ通信システムの進展に伴い,地 震,火
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災 等 の災 害 に よる電 子 計 算機 事故 は,社 会 経 済 活 動 に大 きな影 響 を及 ぼ す こ

とが 懸 念 され,民 間 企業 の デ ー タ通 信 に 関す る 防災 対 策 と して は,通 信 回線

の2ル ー ト化,ル ー プ化,通 信 セ ン タの分 散,デ ー タ ・フ ァイ ル の 分 散 保 管

等 を 行 って い る例 もみ られ る。

例 え ば,全 国銀 行 デ ー タ通 信 シ ス テ ムで は,セ ンタ に それ ぞれ 別 の 回線 で

接 続 され て い る2台 の オ ン ライ ン情 報 処 理 装 置 と1台 のバ ッ クア ッ プ装置 が

設 置 され て い る。 また,セ ソタ の シ ス テ ムが 災 害 等 に よ り長 時 間 ダ ウ ン した

際 に は,郵 便 に よる文 書 バ ッ クア ップ ・シ ス テ ム,加 盟 金 機 融 関 の シ ス テ ム

・ダ ウ ソの際 に は,電 話 に よ る テ レバ ック ア ップ ・シ ス テ ムに よ り,日 常 業

務 へ の影 響 を最 少 限 に くい止 め る対 策 が 講 じられ て い る(第1-2-18図 参

照)。

第1-2-18図 全国銀行デ ータ通信 システムの概 要
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中央防災用無線は,国 土庁が53年 度か ら整備を進めているものであって,

中央における指定行政機関及び指定公共機関等を結ん℃ 災害が発生 した場



第2章 災害と通信 一75一

合には迅速かつ的確に災害情報を収集伝達するほか,平 常時はこれ らの機関

相互における災害関係事務の調整等に利用 される。

現在までに,国 土庁,内 閣官房(総 理官邸),警 察庁,「気象庁,郵 政省,

建設省,消 防庁等17省 庁間を結ぶ無線網が整備されてお り,電 話及びファク

シミリ通信による連絡に使用されている。

(2)消 防防災用無線

消防庁と都道府県庁を結ぶ消防防災用無線は,後 述の建設省の水防道路用

無線施設の一部を共用 してお り,現 在,全 都道府県との問で運用 され て い

る。

消防防災用無線については,大 規模地震対策等災害全般にわたる必要な情

報の伝送媒体 としての重要性を考慮し,消 防庁において設備の強化を順次実

施してきた。54年 度には 従来か らの電話機のほか ファクシミリ装置 を 併設

し,災 害情報のより的確な収集伝達を図った。さらに55年 度においては,従

来,地 方建設局の中継交換機を経由してその方面のい くつかの都道府県と結

ぶとい う構成 としていたが,全 都道府県との間を直通化し,災 害情報の一斉

伝達等の機能強化を図った。

(3)防 災行政用無線

防災行政用無線には,都 道府県が開設するもの,政 令指定都市が開設する

もの及び市町村が開設するものがある。いずれ も,防 災関係事務に利用する

のみならず,平 常時には一般行政事務に利用することが認められている。

防災行政用無線は,45年 に都道府県に対 して防災行政用無線局の開設が免

許されたことに始まる。45年 以前において都道府県が開設する無線局は,水

防,消 防,行 政等というようにそれぞれの部門別に開設され運用されていた

ので,こ れらの関係機関が総合的かつ一体的に活動 しなければならない災害

対策に当たっては不便な点が多 く,ま た,電 波の有効利用の面か らも好まし

くなか った。

43年5月 の十勝沖地震を契機としてより機能的な防災体制確立の要請が強

まってきたので,45年3月,郵 政省では,都 道府県が開設する無線局を一元
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化 し,防 災行政用無線局として免許 していくこととした。その後,47年7月

に集中豪雨 ・台風等の被害が全国各地で相次いで発生し,こ の際における情

報収集 ・情報伝達の不備が強 く指摘される事態となって,翌48年 度以降・都

道府県防災行政用無線局の整備事業に対し消防庁による国庫補助が行われる

こととなった。

更に,51年10月 には,政 令指定都市について防災行政用無線局の開設を認

めることとした。

また,市 町村防災行政用無線は,53年1月 に発生した伊豆大島近海地震の

際に,市 町村内の集落が孤立 したため情報の伝達収集に支障を来 した事例等

が発端とな り,同 年,市 町村防災行政用無線局の開設を認め,消 防庁に よる

国庫補助を行 うこととしたことに始 まるものである。

防災行政用無線は,以 上の無線局開設の免許方針及び助成等に より,都 道

府県等の総合的無線通信網として,着 々と整備が進められているが,現 在ま

でのところ都道府県と市町村が開設するものがほとんどであり,政 令指定都

市については,福 岡市によるもののみである(第1-2-19表 参照)。

第1-2-19表 防 災行 政用無線の整備状況

評 璽=}51 52 53 54 55

都 道府 県 防 災
行 政 用 無 線

政令指定都市防災
行 政 用 無 線

市 町 村 防 災行
政 用 無 線

合 計

(5,334局)

24

(一 局)

(一 局)

(5,334局)

24

(6,172局)

24

(一 局)

(一 局)

(6,172局)

24

(7,043局)

28

(一 局)

(106局)

ll

(7,149局)

39

(7,881局)

30

(一 局)

(3,738局)

257

(11,619局)

287

(8,677局)

34

(64局)
1

(7,958局)

552

(16,699局)

587

(注)計 数は,防 災行政用無線局を設置 してい る地方公共 団体及び 当該無線 局の数

であ り,一 部運用 中の場合を含む。

ア。都道府県防災行政用無線

都道府県防災行政用無線は,一 般的には次のような構成 となっている(第

1-2-20図 参照)。



第1-2-20図 都 道 府 県防 災行 政 用 無 線 の シ ステ ム 概 念 図
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① 防災業務上必要な指示連絡を電話,フ ァクシ ミリにより行うため,災

害対策本部が設置される都道府県庁と,災 害対策地方本部が設置される

機関,土 木出張所等の出先機関,気 象台,陸 上自衛隊等の関係機関及び

市町村 との間を結ぶ固定系無線

② 被害状況を直接は握するため,都 道府県庁,出 先機関と被害現場の車

載,携 帯無線機等との間及びこれら無線機等相互の間を結ぶ移動系無線

③ 観測データを伝達するため,水 位等を監視する観測所 とダム管理事務

所等との間を結ぶテ レメータ系無線

イ.政 令指定都市防災行政用無線

福岡市は,49年 度から防災行政用無線局整備事業の検討に着手し,53年 度

以降その施設整備を進めている。その構成は,市 庁 と区役所 との間を結ぶ固

定系無線 と水防系,保 健医療系及び全市移動系の3通 信系か らなる移動系無

線によってお り,引 き続き拡充が図られている。

ウ.市 町村防災行政用無線

市町村防災行政用無線の場合も,一 般的には,固 定通信系,移 動通信系及

びテレメータ系に より構成されているが,固 定通信系は,市 町村内の住民に

対する災害情報の周知徹底を図るため,市 町村役場 と市町村内各集落にある

出先機関,路 上の屋外スピーカー等を結び,災 害の予警報等の発令及びその

内容をスピーカーによる信号(サ イレン)又 は音声(放 送)で 知 らせる同報

通信方式となっている。移動通信系,テ レメータ系の働きは,都 道府県防災

行政用無線の場合と同様である(第1-2-21図 参照)。

(4)防 災相互通信用無線

防災相互通信用無線は,49年 末に水島臨海コンピナFト 地帯の重油流出事

故等の発生に伴って,石 油コンビナー ト地帯の防災について抜本的な見直 し

の必要性が痛感され,50年10月 以来その無線局の開設が認められてお り,55年

度末現在では,全 国で3,145局 に達 している。防災に関係する行政機関・公

共機関,地 方公共団体及び地域防災関係団体が,こ れらの異なる機関相互間

で防災対策に必要な情報を迅速に交換することにより,防 災活動の円滑化を
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第1-2-21図 市町村防災行政用無線のシステ

ム概念図
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図るために開設運用しているものであって,す べて移動系無線である。

(5)水 防道路用無線

水防道路用無線は,水 防活動及び洪水予警報のための情報収集を主目的と

して,建 設省が25年に従来の有線通信に代えて中短波による非常局を開設し

た ことに始まるが,そ の後の整備拡充により,現 在では,基 幹となる多重無

線回線 とその手足的な移動無線,テ レメータ等の回線により構成 され,災 害

の防御,予 警報等に活用されている(第1-2-22図 参照)。
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第1-2-22図 水防道路用無線のシステム概念図
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多重無線は,電 話及びファクシミリはもとより,河 川,ダ ム,道 路の維持

管理に必要な各種データの伝送にも利用されてお り,建 設本省から地方建設

局,工 事事務所,出 張所等に至る間がマイクロウェーブ回線で結ばれ,こ の

うち幹線区間の建設本省 ・地方建設局等の間は,既 に2ル ー ト化が完成して

いる。

移動無線は,河 川,道 路のパ トロールカー等に無線機を積載し,平 常時に

は巡回結果を工事事務所,出 張所へ通報し,災 害時には現場の正確な情報を

迅速に通報することなどに利用されている。

(6)非 常無線通信協議会

非常無線通信協議会は,非 常無線通信の円滑な実施を確保するため,郵 政

省が中心とな り,関 係省庁,地 方自治体,電 電公社,NHK,国 鉄,電 力会

社及び関係機関の無線局の免許人等に より構成されている団体である。非常

無線通信協議会(1),ブ ロック単位の地方非常無線通信協議会(11)及 び県

単位等の地区非常無線通信協議会(54)か ら成ってお り,そ の構成員数は,

年々増加している(第1-2-23表 参照)。

非常無線通信協議会では,非 常無線通信の円滑な運用が行えるよう平素か
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第1-2-23表 非常無線通信協議会構成員数の推移

(単位:団 体)

区別 中央非常無線

通信協議会年
地方非常無線
通信協議会

地区非常無線
通信協議会 計

53剣 20 527 1,462 2,009

54剣 20 534 1,477 2,031

55剣 21 542 1,615 2,178

ら体制を整えておく必要があるため,中 央,地 方及び地区の各非常無線通信

協議会ごとに非常無線通信の運用計画を作成するとともに,災 害時等を想定

して模擬通報等の通信訓練及び感度交換訓練を毎年実施している。また,53

年か らは,構 成員各自による無線局設備のいっせい総点検 も実施している。

なお,過 去に非常無線通信協議会の構成員により非常無線通信が行われた

災害の例としては,新 潟地震,十 勝沖地震,宮 城県沖地震等がある。

第4節 新 しい通信 シス テムの開発 と今後の課題

1災 害対策を 目的 とした新 しい通 信 システムの開発

これまで紹介してきたように,各 通信 ・放送事業体及び防災関係機関等は

通信に関する様々な災害対策を講 じてきている。 こうした各種の対策に加え

て,最 近では,衛 星通信,放 送等の分野における技術革新の成果 を 踏 まえ

て,災 害対策を 目的とした新しい通信システムの開発が進められてお り,災

害対策を更に高度なものに発展させようとしている。

(1)災 害対策用衛星通信システム

衛星通信はその特徴として,地 理的な条件に左右されない回線設定が可能

であること,極 めて広い区域を対象としたサービスが可能であることなどの

利点を持っているが,さ らに,地 上災害の影響を受けにくいため,災 害対策

上極めて有効なシステムであると考えられている。
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このため,郵 政省では,54年 度か ら国土庁,警 察庁,海 上保安庁,建 設省,

消防庁 と協力し,災害対策用衛星通信システムに関する調査を実施 してお り,

56年3月 には,CS応 用実験 として実験用中容量静止通信衛星(CS「 さく

ら」)を利用し,災 害対策用共通チャネルを設定した場合の回線設定及び切替

技術に関する実験を実施し,成 果を収めている(第1-2-24図 参照)。

第1-2-24図 災害対策用共通チ ャンネル使用の実験 システム概念図
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また,国 土庁の主宰する総合防災訓練に合わせて,54年 度においては,電

電公社及びNHKの 協力を得て,実 験用中容量静止通信衛星(CS「 さくら」)

及び実験用中型放送衛星(Bsrゆ り」)を 用いて,ま た55年 度は 電電公社

及び警察庁の協力を得て実験用中容量静止通信衛星(csrさ くら」)を用い

て,非 常災害時における通信の確保及び被災情報の伝達等の実験を行った。

57年度に打上げが予定されている実用の通信衛星2号(CS-2)で は,

離島及び辺地 との通信回線確保のほか,こ れ らの実験の成果を踏まえて,災

害対策のための用途 として,① 災害時等に備えた重要回線のバ ックアップ回

線の確保,② 災害時等における被災現場等 との連絡回線の設定等を行 うこと
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としている。

また,こ のための地上設備 としては,機 動性を発揮するように可搬型のも

のとして,小 型アンテナと組み合わせた非常用の電話装置,テ レビ画像,フ

ァクシミリ伝送装置が開発されつつある。

(2)緊 急放送システム

災害時における予報 ・警報等の緊急情報を迅速,正 確に住民に周知する手

段としては放送が最 も効果的である。しかしながら,放 送の場合,深 夜等ラ

ジオ ・テレビ受信機のスイッチが入っていない時には受信 されないとい う欠

点がある。

この問題を解決するため,緊 急放送システムの開発が郵政省と放送事業体

等の協力で進められている。

このシステムは,テ レビや ラジオの放送電波に特定の信号(緊急警報信号)

を重ねて発信す ることにより,受 信者の備えるアダプター(緊 急警報信号受

信機)を 用いてテレビや ラジオのスイ ッチを自動的に入れ,警 報音の発生と

情報の伝達を行 うというものである。

郵政省では55年1月,郵 政省,NHK,民 放事業者等を構i成員 とする 「緊

急放送システム技術懇談会」を設置し,緊 急放送システムについて予想され

る利用形態,望 ましい信号方式等について予備的検討を行った。さらに,55

年3月 電波技術審議会に 「放送電波に重畳する緊急警報信号に関する技術的

条件」について諮問を行い,56年3月,同 審議会からその一部である 「緊急

警報信号方式の基本について」の答申を得た。同審議会は,56年 度から技術

基準の審議を行い,で きるだけ早期に完結答申することを予定 している。

2今 後の課題

これまで,災 害時における通信の役割,関 係機関等における各種の対策及

び災害対策を目的とした新しい通信システムの開発の状況を取 り上げ,災 害

と通信のかかわ りについて紹介してきた。

我が国の通信の分野における災害対策は,過 去の教訓を生か しなが ら,積
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極的に進められてきているが,災 害時における通信の確保及び適切な情報伝

達をより確実なものにするためには残されているいくつかの課題を解決 しな

ければならない。

まず第一に,通 信設備及び通信網に対する災害対策を一層強化す ることで

ある。通信の分野は今後とも著しい技術革新が見込まれるため,そ の成果を

積極的に取 り入れ,設 備の安全性を高めるとともに,衛 星通信の導入等新し

い通信システムの開発を推進す ることが必要である。

第二に,行 政機関,防 災関係機関等がそれぞれ独自に設置している自営の

通信網の有機的結合による活用である。現在,こ れらの自営通信網は,そ れ

ぞれが独立 して機能しているため,相 互の接続や代替ができず災害時の緊急

を要する通信手段として必ずしも十分に効果を発揮し得ない面がある。郵政

省はかねてか ら国土庁,建 設省,消 防庁等と協力し,災 害時における総合的

な無線システムの在 り方を検討しているところであるが,今 後とも技術的問

題点,法 的問題点,運 用体制等について調査 ・検討を進めることが必要であ

る。

第三に,災 害時における通信システムの的確な運用である。た とえ,設 備

的に十分な整備がなされたとしても,そ れを災害時に的確に運用できる体制

が作られていなければ役に立たないだけでな く,混 乱を招 くおそれがある。

従って,設 備面の整備だけでな く,通 信システムの利用方法の訓練,習 熟あ

るいは平常勤務以外の時間帯に災害が生 じた場合の体制等運用面についての

対策をこれまで以上に強化することが必要である。

第四に,情 報収集体制の充実である。現在,行 政機関,防 災関係機関等から

住民に対 して行われる指示 ・広報等のための通信システムについてはかな り

整備が進んでいるものの,被 害状況,避 難状況あるいは住民の要望等を収集

するための通信システム,あ るいは体制については十分ではないといえる。

今後はこれらの情報の収集 ・伝達のシステムについて対策を進めてい くこと

が必要である。

既に述べてきたように通信は今日の国民生活に不可欠な 存在 と なって お
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り,災 害時においても極めて重要な役割を果している。今後,残 されたこれ

らの課題を解決していくことにより,通 信は災害時においても,迅 速かつ的

確な情報伝達という本来の役割を有効に果たすことが可能となろう。


